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今日で８５日間（５・６年生は８４日間）の２学期が終わります。みなさんにとっ

てこの２学期は、どうでしたか？

マラソン大会や音楽会などの全校の行事では、すばらしいみなさんの姿をたくさん

見させていただきました。また、学年ごとに様々な活動がを通して大きく成長したみ

なさんがいたと思います。

１年生は、マラソン大会で力強い走りを見せてくれました。

毎日の積み重ねによってこんなにもたくましくなってきたん

だなあと思いました。学習の方もカタカナや漢字、いろいろ

な数の多い計算といったこれから学年が上がっていく上で基

礎となるものをしっかりとやってきました。朝顔の蔓のよう

にぐんぐん伸びているなあと思います。

２年生は、多目的ホールや更衣

室をつかって遊びの広場を作っていました。自分が楽しむ

だけでなく１年生が喜んでくれるためにいろいろと考えて

工夫していました。相手のためにどうしたらいいか考える

ことのできた２年生は凄いなあと思います。また、電車に

乗って動物園や遊園地にも行ってきました。調べるという

学習もしてきた２年生でした。

３年生は、様々な見学に出かけ

たりして学び、それをまとめたりすることもしてきました。

スケート教室で滑る姿を見ると、去年の体験をいかして目

標を持ちながらしっかりと滑っているなあと思いました。

今までやってきたこと積み上げてきたことをしっかりとい

かせる３年生に成長を感じました。

４年生は、児童会のメンバーとし

て一生懸命に活動している姿をよく

見ます。委員会の活動に自信を持っ

て取り組んでいるなあと思います。

また、社会で学習してきたことを環

境問題とも結びつけてまとめ、代表

の人たちで千曲市の環境サミットでりっぱな発表もしてく

れました。勉強したことを毎日の生活に生かしていくこと

に繋がる実践力を身に付けているのだと思いました。

５年生は夏休み明けすぐに、キャンプがありました。自

分の役割をしっかりと果たしながら、協力し合うことですてきな２日間を過ごすこと
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ができたと思います。お米作りの学習も、田植えを迎えるまでに塩水選といって、種

を塩水につけてよいお米の種を選び出す体験をしたり、成長の様子を何度も見に行っ

たりして一つぶのお米の大事さを体験を通して味わうことができました。

６年生は、修学旅行に行ってきました。３つの「ま」を

大切にしていました。『学ぶ』『守る』『マナーよく』の３

つでした。見学した場所では、一生懸命にメモをとり、グ

ループでの行動も多くあった中で、しっかりと時間を守り、

周りにいる人にも気遣いながらきびきび行動することがで

きていました。いっしょに行かせていただき、『さすが６

年生だなあ』と感じることがたくさんありました。食べ終

わった後もいつもきれいに食器が重ねられ後片付けのこと

を考えて行動していたり、１日終わったときにしっかりとよかった点と反省点をお互

いに出し合って次の日に繋げていました。日頃から児童会などで中心になって活動し

ている６年生は自分や自分たちのやってきたことをきちんと振り返りより良くしてい

くにはどうしていったらよいかを考えて行動しているからこそできることなのだろう

と思いました。

毎日の積み重ねややってきたことを生かしながら次に繋げていくことがどの学年で

も取り組まれ、みなさんの大きな成長になっていったのだと思います。

これで冬休みに入ります。安全で健康に過ごして、元気に３学期がスタートできる

ようにしましょう。この２学期に成長したことを繋いで生きましょう。

学期末にインフルエンザの流行により、早退措置や学級閉鎖といった緊急の対応をとら

せていただきました。感染拡大を防ぐために、集団登校や支部子ども会、地区の行事とい

った予定していたものを変更していただくなどご対応いただきまして誠にありがとうござ

いました。年末から、年始にかけてお出かけになることもあるかと思います。全国的には

かなりインフルエンザが流行しているようです。お出かけの際は、マスクなどをしたり、

うがい手洗いをこまめにするなどして感染を予防して、元気に過ごしていただくようお願

いします。

２学期子どもたちのすばらしい姿をたくさん見ることができました。ご家庭でのお支え

に感謝いたします。平成最後の冬休みとなります。新たな年が皆様にとってすばらしい年

となりますよう祈っております。

＜教育委員会より＞ 全家庭にお知らせするようにとのことです

☆県教育委員会では、「体罰に関わる相談窓口」を設けています。下記まで、封書、電話、

ファックス、メール等で相談ができますので、ご活用ください。

宛 先 長野県教育委員会義務教育課 「体罰に関わる相談窓口」宛

住 所 〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

電 話 026 - 235 - 7426（直通） F A X 026 - 235 - 7494

Ｅ-mail taibatsu-sodan@pref.nagano.lg.jp
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３学期はじめの集団登校について検討しました結果、初日１月９日（水）は集団登校は

実施せず登校した児童の健康観察や欠席状況から可能であれば１０日、１１日の２日間、

集団登校を実施することとします。学年だよりでもお知らせしていますが、よろしくお願

いいたします。
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